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第３次児童相談体制強化プランの進捗状況（令和８年３月31日時点） 別紙２
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具体的取組（大項目）

　（小項目） 取組開始時期 主な取組内容 進捗状況・今後の予定
評価
区分

１． 子どもの権利擁護

(1) 児童虐待防止に向けた普及啓発
活動

【継続】
普及啓発活動、研修会、出前講
座等

社会全体に幅広く児童虐待防止に向けた普及啓発を行うため、企
業と連携した児童虐待防止の取組を行っている。また、オレンジ
リボン地域協力員養成のための出前講座等を実施し、令和７年度
は計1,347名を対象に研修を行った。また、令和７年度は、各区幼
稚園長会において通告の留意事項に関する説明を実施。今後は各
区幼稚園・保育園の園長会にて通告の留意点等を説明予定。令和
８年度も引き続き研修会を実施する予定。

(2) 「権利ノート」の活用の徹底

【継続】 「権利ノート」の活用
子どもの施設入所や里親委託の際には、子ども自身の権利につい
て必ず権利ノートを活用した説明を行っている。

【新規】
令和３年度から

子どもの権利の説明のあり方検
討

子どもの理解促進を図るため、令和４年度中に入所施設や子ども
の年齢等に応じた内容に改訂している。

(3) 子どもの意見を聞く場の設定や
アドボケイト制度の検討

【新規】
計画期間の早期

子どもの意見を聞く場の設定、
アドボケイト制度構築の検討

児童福祉法に基づく保護措置（一時保護、施設入所、里親委託な
ど）が必要な際には、きちんと子どもに説明するとともに、子ど
も本人から意見をしっかり聞くことを徹底している。
令和６年度からアドボケイト制度として児童養護施設を対象に意
見形成・表明支援事業を開始し、令和７年度からは一時保護所も
対象とした。引き続き、本事業を継続するとともに、入所先の施
設等によって子どもの事業利用に制限が生じないような仕組みを
検討する。

(4) 子どもの権利擁護に関する専門
性の強化

【強化】
令和３年度から

実践的研修の実施

常勤弁護士を配置し、相談支援の場面等日常的に専門的な助言を
受けられる環境を整備した。また、職員向けにこどもの権利につ
いての研修を実施している。引き続き、知識や理念の理解、最新
の知見への更新や実践への反映のための取組を継続する。

２． 地域における相談支援体制の強化

(1) 要保護児童対策地域協議会の機
能強化

【強化】
計画期間の早期

各区家庭児童相談室の人員等体
制の強化

令和４年度から家庭児童相談相談員（会計年度任用職員）が全区
で１名増員となり、すべての区で会計年度任用職員が２名とな
る。加えて、中央区、北区及び豊平区の各区に職員を１名増員す
るなど人員体制を強化した。

(2) 各区における児童相談支援体制
の強化

【新規】
令和４年度から

子ども家庭総合支援拠点の機能
の位置付け

これまで、各区健康・子ども課に「子ども家庭総合支援拠点」、
「子育て世代包括支援センター」の機能を位置付けてきた。令和
４年児童福祉法の改正により、令和６年４月から、それぞれの意
義や機能を維持した上で、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへ
の包括的な相談支援を担う「こども家庭センター」の設置が努力
義務とされ、本市では、令和６年４月から各区健康・子ども課に
「こども家庭センター」の機能を位置づけている。

【新規】
令和３年度から

児童相談所の区支援の体制整備

令和３年度に、児童相談所に家庭支援課（地域支援係）を設置し
て、区が支援している対象家庭の支援方法等について助言を行う
ことができる体制を構築し、所内研修への区の参加も積極的に進
めている。児童相談所と区の連携を強化し、組織として適切なリ
スクアセスメントにつなげるための効果的な支援方法を引き続き
検討していく。

(3) 母子保健相談体制の強化 【強化】
計画期間の早期

母子保健相談員の配置及び心理
相談員の増員

こども家庭センターの母子保健機能を強化するため、母子保健相
談員及び心理相談員を各区に配置した。

※令和６年度から「こども家庭
センター」
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第３次児童相談体制強化プランの進捗状況（令和８年３月31日時点） 別紙２

具体的取組（大項目）

　（小項目） 取組開始時期 主な取組内容 進捗状況・今後の予定
評価
区分

３． 専門的相談支援体制の強化

(1) 児童福祉司など専門職員の計画
的な配置

【強化】
令和４年度まで

児童福祉司の国基準への増員
【配置】R2：58名→R4：68名

専門的相談支援体制を強化するため、児童相談所に国基準を満た
すための人員配置を図っている。今後も人事当局等と調整の上、
国基準を満たす配置を継続していく予定。
【配置（基準）】R6：83名(基準76名、定数外7名）、R7：88名
（基準同数）、R8：88名（基準83名、定数外5名）

【強化】
令和６年度まで

児童心理司の国基準への増員
【配置】R2：22名→R6：33名

関係法令の経過措置期間が終了となる令和６年度までに国基準を
満たすよう、計画的に職員を配置。今後も人事当局等と調整の
上、国基準を満たす配置を継続していく予定。
【配置（基準）】R6：41名(基準37名、定数外4名）、R7：43名
（基準同数）、R8：43名（基準41名、定数外2名）

【継続】 医師、保健師の配置

令和２年度から児童相談所に常勤の医師（医事担当部長）を配
置。保健師は平成18年度から引き続き配置している。令和７年度
の東部児童相談所開設に伴い、常勤の医師（医事担当部長）１名
及び保健師２名を東部児童相談所へ新たに配置した。

【新規】
計画期間の早期

弁護士の常時配置の実施

令和３年７月１日付けで特定任期付職員（法務専門官）として常
勤弁護士を児童相談所に配置。R５年度末の任期終了に伴い、令
和６年度より新たな弁護士を常勤配置したところ（任期：令和８
年度まで）。令和７年度からは一時保護開始に係る司法審査制度が
導入されるなど、法的専門性の強化が引き続き必要となるため、
今後も常勤配置を継続していく予定。

(2) 介入と支援に対応した体制の確
立

【継続】
介入と支援部門の分離、「48時
間ルール」の徹底

道警からの出向や連絡協議会等を継続し、相互理解や情報共有の
促進を図るとともに、令和４年度から緊急対応担当職員を増員し
て、警察からの同行要請に対する体制を充実し、児童虐待防止の
強化を図っている。加えて、令和６年度からは警察との相互派遣
を開始し、さらなる連携強化に努めている。また、東部児相を開
設した令和７年度においても、専任の部長職・課長職を配置した
ほか、休日・夜間勤務体制においては、当番職員の増員や距離的
利点を活かした２拠点体制の導入を行い、「介入と支援の分離」
「48時間ルール」の徹底を継続して図っているところである。

(3) アセスメントシートの活用や進
行管理の徹底

【継続】
アセスメントシートの活用、研
修の実施

令和７年度は児童相談所や家庭児童相談室の新任職員に加え、新
たに母子保健担当課や支援調整課の職員も交えたアセスメント
シートを用いた研修を実施。また、在宅支援アセスメントシート
の年齢部分を変更するなど、より効果的に使用できるよう、一部
改正をおこなった（令和７年４月運用開始）。支援状況の管理や認
識を共通のものとするため、令和７年度も引き続き研修を実施す
る予定。

(4)
専門的な力量を持つ職員を採
用、育成、配置できるキャリア
形成や体制

【新規】
令和３年度から

体系的な体制、キャリア形成等
の検討

令和３年度の社会人経験者の部採用試験から、新たに「福祉コー
ス」の試験区分を追加。キャリア形成等により専門性を蓄積でき
るよう、令和４年度末に福祉コースの職員に係る育成方針を総務
局・保健福祉局との３局協働で策定。令和５年度から同方針に基
づくキャリアラダーを踏まえた段階別の研修実施や、定期面談等
でのキャリアラダー・年間育成計画書・研修手帳の活用など、福
祉分野の中核となる職員の育成を進めている。また、令和７年３
月には「札幌市児童相談関係職員人材育成方針」を改正し、職種
ごとの特性・業務内容に応じた育成方針を整理した。引き続き、
各体系に基づいたキャリア形成や体制構築に向けた取組を継続し
ていく。
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第３次児童相談体制強化プランの進捗状況（令和８年３月31日時点） 別紙２

具体的取組（大項目）

　（小項目） 取組開始時期 主な取組内容 進捗状況・今後の予定
評価
区分

(5) 体系的な研修の計画と実施

【強化】
令和３年度から

研修の体系化など職員の育成・
研修体制の確立

上記育成体系に基づき、段階別の福祉コース育成方針に基づく研
修実施や児童相談所内研修委員による所内研修を実施している。
令和７年度からは、区及び児童相談所職員の実践力強化に向けた
実地研修等の取組を進めており、各体系に基づいた研修体制を引
き続き整備していく。

【新規】
令和３年度から

職員研修計画の外部専門家によ
る評価等の検討

児童虐待防止の関係部局において、外部専門家の意見も踏まえな
がら、「子ども虐待防止に関する職務に従事する職員の人材育成
ビジョン」を令和４年度末に策定。同ビジョンの職員への普及啓
発のための取組を実施するとともに、同ビジョンの趣旨を踏まえ
て「協働の組織文化醸成」等を図るため、各区での多職種合同研
修の実施を推進し、「札幌市子ども虐待防止に係る人材育成検討
委員会」において取組の報告を行っている。

(6) （仮称）第二児童相談所の整備 【新規】
令和３年度から

(仮称)第二児童相談所の整備
【設計】令和３年度開始
【開設（予定）】令和７年度

令和5年10月に着工し、令和7年7月のしゅん工に向けて工事を進
めているところ。供用開始は、各種準備期間を経て、令和７年９
月22日を予定している。
（令和７年９月22日移転開設）

(7) 一時保護体制の強化

【新規】
（再掲）

(仮称)第二児童相談所への一時
保護所の設置
【開設（予定）】令和７年度

本プランに掲載した(仮称)第二児童相談所設置方針にのっとり、
一時保護所の設置（併設）を前提とした設計を行い、令和７年９
月22日の供用開始に向けて工事を進めている。
（令和７年９月22日移転開設）

【新規】
令和３年度

仮設一時保護所の設置
【定員】仮設一時保護所20名拡
充

令和３年度に一時保護三係を新設の上、同年11月から仮設建屋の
供用を開始し、仮設一時保護所定員を20名拡充した。（東部児童
相談所開設に伴い、令和７年９月17日閉鎖済）

(8) 児童相談所と各区の連携強化、
区支援機能の構築

【新規】
令和３年度

児童相談、母子保健情報等のシ
ステム連携による子育てデータ
管理プラットフォームの構築

子育てデータ管理プラットフォームを令和3年7月から稼働し、児
童相談所・家庭児童相談室・母子保健担当の情報を１つのプラッ
トフォームで共有している。
令和７年度には、支援調整課や保護課にプラットフォームの閲覧
権限を付与し、他部局との連携強化を進めており、引き続き、保
健福祉部門、教育部門のシステムとのデータ連携に向けた検討を
進めていく。

【新規】
令和３年度

養育支援員の提供体制の拡大の
検討

令和６年度より「子育て世帯訪問支援事業」に移行。
令和７年10月時から新たに２事業者に委託を開始し、８事業者体
制へ拡大。今後の派遣状況を踏まえ、派遣事業者の拡大について
引き続き検討していく。

(9) 検証報告書の提言への取組に対
する評価

【新規】
令和３年度

検証報告での提言への取組状況
の外部評価

令和３年度に評価ワーキンググループを立ち上げ、提言に対する
取組の実施状況等について、外部専門家による評価を受けた。外
部評価を受けた取組については、毎年度、札幌市児童虐待防止対
策推進本部会議での自己評価を行い、札幌市子ども・子育て会議
児童福祉部会における外部評価を受けている。

(10) 児童相談所の自己点検の実施、
外部評価の検討推進

【新規】
計画期間の早期

自己点検の実施、外部評価の検
討

児童相談業務の質向上を図るため、令和３年度は自己評価による
点検を実施。令和４年度は評価機関による第三者評価を実施し、
業務を振り返り、児童相談体制の更なる強化につなげている。令
和５・６年度にはそれぞれ自己評価を実施し、令和７年度には評
価機関による２回目の第三者評価を実施している。
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第３次児童相談体制強化プランの進捗状況（令和８年３月31日時点） 別紙２

具体的取組（大項目）

　（小項目） 取組開始時期 主な取組内容 進捗状況・今後の予定
評価
区分

４． 個々の子どもの状況に応じた社会的養護体制の充実

(1) 里親委託と里親支援の推進

【強化】
令和３年度から

里親登録者数増に向けた戦略的
なリクルート等の取組
【里親委託率】
　R1：30.4％→R6：38.0％

里親支援センター及び2フォスタリング機関との連携により戦略的
なリクルートや適切なマッチング等の支援に取り組むことで、里
親委託率の目標達成等、着実な里親委託の推進につながった。
令和8年度も、引き続き更なる里親委託推進に取り組む。
【里親委託率※各年度末】R3：35.1％、R4：37.5％、R5：39.1
％、R6：42.1%

【新規】
令和３年度から

民間フォスタリング機関の設置

令和３年度に２か所のフォスタリング機関を新設した後、令和４
年度から複数年契約により３か所のフォスタリング機関による体
制を構築し、フォスタリング（里親養育包括支援）事業を本格実
施している。
令和７年度は、フォスタリング機関のうち１か所を里親支援セン
ターに移行するとともに、他フォスタリング機関の体制強化を図
り、より地域に根差した里親支援に取り組む。

(2) 施設の小規模化かつ地域分散化 【継続】
施設本体のケア単位小規模化
や、地域小規模児童養護施設の
設置推進

児童養護施設等を運営する法人と協議を重ね、社会的養護を必要
とする子どもの受け皿として、小規模化・地域分散化を計画的に
進めていく。

(3) 施設機能の強化及び一時保護機
能拡充

【強化】
令和３年度から

専門職員配置の促進、研修実施
による機能強化

国基準に基づく専門職員（心理療法担当職員等）の配置促進や、
職員の指導等を行う基幹的職員の養成研修実施等により、児童養
護施設等における養育環境の向上を図っていく。

【新規】
計画期間の早期

施設での一時保護児童の受け入
れに向けた体制整備
【定員】一時保護専用施設整備
（6名）

令和５年度に１か所開設し、合計５か所となった。
現時点で計画されていた一時保護専用施設の整備は完了したた
め、今後は児童養護施設、里親等も含めた一時保護児童の受入れ
先確保に努める。

(4) 児童家庭支援センターの増設と
連携強化

【継続】
児童家庭支援センター設置支援
【設置】R2：4か所 → R4：6か
所

児童養護施設の改築整備等と併せて整備を進めており、R4年度に
は市内全ての児童養護施設において整備が終了した。

【強化】
令和３年度から

児童家庭支援センター等への指
導委託の推進

月に一度実施している区ごとの情報共有会を活用し連携強化を図
るとともに、センターでの継続支援が有効と考えられるケースに
ついては、指導委託の更なる推進を図っていく。

(5) 母子生活支援施設の活用に向け
た連携強化

【強化】
令和３年度から

母子生活支援に関わる機関の連
携強化

令和６年度に公設の札幌市しらぎく荘を廃止し、現在は民間４施
設を運営。「札幌市における母子生活支援施設の目指すべき方向
性について」に基づき、令和７年度は１施設（「すずらん」）の改
築に着工し、令和８年度に改築が完了予定。
困難を抱える妊婦に対する支援体制強化のため、令和６年度末よ
り妊娠期から出産後までの継続した支援を開始したほか、令和７
年度より入所児童への学習支援の強化を開始。
さらに、年１回、母子生活支援施設職員および各区母子・婦人相
談員、ひとり親家庭支援センター等の関係機関が参加する合同研
修を実施している。

(6) 社会的養護自立支援の推進

【継続】 社会的養護自立支援事業の実施

児童福祉法の改正により、令和６年度から社会的養護自立支援事
業が児童自立生活援助事業に移行となった。
今後も自立に向けて対象者個々の状況に応じた適切な支援を実施
していく。

【継続】
社会的養護経験者へのヒアリン
グ

今後も継続的に実施し、当事者の声に耳を傾け、社会的養育環境
の維持・向上、自立支援の充実に取り組んでいく。

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ



5

第３次児童相談体制強化プランの進捗状況（令和８年３月31日時点） 別紙２

具体的取組（大項目）

　（小項目） 取組開始時期 主な取組内容 進捗状況・今後の予定
評価
区分

５． 関係機関との連携・支援の体制や支援制度の強化

(1) 児童虐待防止ハンドブックの活
用

【継続】
ハンドブックを用いた理解の促
進

関係機関に対し、個別ケース検討会議を関係機関が開催できる旨
を記載している児童虐待防止ハンドブックダイジェスト版の配布
や説明等を継続して行いながら当事者意識を喚起していく。

(2) 関係機関と連携した支援の体制

【強化】
令和３年度から

関係機関との合同研修の強化

令和３年度に全区の要対協代表者会議の構成員に障がい児支援機
関を位置付けて連携を強化した。引き続き、区要対協における合
同研修の開催等を実施する。
東部児童相談所の新規開設もふまえ、それぞれの児童相談所にお
いて、地域における関係機関との連携体制をさらに深めることが
できるよう取り組んでいく。

【強化】
令和３年度から

要対協各区代表者会議の体制強
化

令和３年度から業務マニュアルを改正し、区家庭児童相談室又は
児童相談所が継続的に支援する家庭を要対協の対象とすることを
明確化。引き続き漏れのない支援を徹底していく。

(3) ＤＶ相談窓口との連携強化

【継続】 情報共有の徹底
警察との連絡協議会等を継続し、相互理解や情報共有の促進を図
り（再掲）、各区保健福祉部との情報共有の徹底を図ることで、対
象世帯や子どもの見落としを防ぎ、必要な支援に繋げている。

【強化】
令和３年度から

支援関係機関での研修会等実施

男女共同参画課、NPO法人「女のスペース・おん」と児童相談所
の合同によるケースカンファレンス（事例検討会）を実施すると
ともに、男女共同参画課主催のDV相談員向け研修会（毎年度複数
回開催）に児童相談所職員が参加し、DV支援に係る理解促進及び
支援機関の連携強化を図っている。

(4)
思春期・若年期の女性への支援
のあり方の調査・検討及び取組
の実施

【新規】
計画期間の早期

支援のあり方についての調査及
び検討

支援の主な対象となり得る10代後半から20代前半の女性が抱える
悩みや困りごとを把握し、今後の施策等に活かすため、ヒアリン
グ調査とアンケート調査の２つの調査を実施。調査結果を踏ま
え、下欄の事業を開始した。
今後も、喪失感や暴力等の被害により困難を抱えた女性の支援
ニーズの把握や、NPOとの連携、居場所の必要性について、引き
続き検討を進めたい。

【新規】
計画期間の早期

支援の枠組み創設

令和３年８月から、10代後半から20代の若年女性を主な対象に、
SNS等を活用したアウトリーチ支援や安心・安全な一時的な居場
所の提供、自立支援を行う事業を開始し、継続している。
令和７年度より、気軽に立ち寄れる居場所・相談場所として、繁
華街における臨時相談スペースを設置している。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ


